
令和５年度主な施策等一覧（子ども青少年局）

区 分 事 項 予 定 額 頁
千円

新 規 子どもに関する総合計画の策定に向けた調査 19,400 1

今後の保育施策のあり方検討 1,500 2

民間保育所等物価高騰対策支援金 1,045,405 3

トワイライトスクール等へのＩＣＴ機器の導
入

37,000 5

ひとり親家庭職業体験事業 2,992 6

養育費保証料補助 2,500 7

居宅訪問型保育事業 31,877 8

第３期障害児福祉計画の策定 906 9

児童発達支援センターにおける医療的ケア児
支援事業

14,397 10

児童養護施設等への看護職員の配置 84,002 11

介護職員等の奨学金返済支援事業 975 12

公立保育所の社会福祉法人への移管 383,375 13

保育所等利用待機児童対策 1,182,427 14

一時保護所のあり方調査 6,000 17

子ども食堂等の運営支援 20,000 18

公立大学法人名古屋市立大学と連携した発達
障害児（者）への支援

40,000 19

妊婦・子育て家庭応援金の支給等 1,788,144 20



区 分 事 項 予 定 額 頁
千円

新 規 指定管理者光熱費等高騰対策支援金 24,353
（各局）
で掲載

拡 充 子どもの権利擁護機関の運営 137,303 21

エリア支援保育所事業 31,839 22

保育関係業務におけるデジタルトランス
フォーメーションの推進

54,635 23

のびのび子育てサポート事業 56,483 24

多胎児家庭支援事業 4,302 25

児童相談所の体制強化等 681,028 26

産後ケア事業 14,770 27

子ども会活動の助成 60,492 29

子ども会活動振興策の方向性策定に向けた検
討

10,101 30

放課後児童対策 6,507,478 31

早期子ども発達支援施策の推進 164,022 33

医療的ケア児支援に係る連携の促進 19,007 34

保育所等運営費補給金 3,863,628 35

延長保育事業 1,033,803 36

一時保育事業 478,893 37

私立幼稚園における預かり保育拡充事業 39,304 38

民間保育所等における保育支援者等の配置 847,860 39



区 分 事 項 予 定 額 頁
千円

拡 充 ファミリーホーム開設に係る改修費補助 5,539 40

児童養護施設退所者等への自立支援 22,141 41

子ども・若者の居場所づくりモデル事業 9,000 42

公立保育所のリニューアル改修 1,152,130 43

港児童館のリニューアル改修 160,735 44

中村児童館のリニューアル改修の設計 11,000 45

玉野川学園改築の設計 10,000 46

橘小学校等複合化整備事業 2,000 47

ヤングケアラー支援モデル事業 1,600 48

発達障害者支援センターの体制強化 9,288 49

３歳児健康診査における眼科検診屈折検査 44,125 50

子育て支援訪問事業 60,761 51

配偶者からの暴力（ＤＶ）被害者等の支援 162,905 52

児童福祉システムの標準化に向けた調査 56,000 53

コ ロ ナ 新型コロナウイルス感染症対策 822,520 54



令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（新規）子どもに関する総合計画の策定に

向けた調査 
草案頁 26頁 

予 定 額 １９，４００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  令和７年度～令和11年度を計画期間とする「なごや子ども・子育て

わくわくプラン2024～名古屋市子どもに関する総合計画～」の次期計

画策定のため、調査・検討を行う。 

２ スケジュール 

 令和５年度 

  子ども・若者・子育て家庭に関する意識・生活実態調査の実施 

  子ども・子育て支援協議会諮問・審議 

 令和６年度 

  子ども・子育て支援協議会答申 

  パブリックコメント 

  次期（令和７年度～）子どもに関する総合計画策定 

担 当 課 企画経理課 電話９７２－３０８０（内線3080） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （新規）今後の保育施策のあり方検討 草案頁 26頁 

予 定 額 １，５００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  待機児童対策として、引き続き必要な地域へ保育所等の整備による

利用枠の拡大を進める一方で、近年では少子化の進行や利用申込児童

数の伸びの鈍化といった状況にある。 

  こうした状況への対応として、有識者による検討会等において今後

の保育施策のあり方につき検討を進めるにあたり、保育所等の運営状

況等の基礎資料が必要になるため、調査を行う。 

２ 調査内容 

（１）対 象 

   民間保育所、認定こども園等（約800施設） 

（２）主な調査項目 

   利用定員、職員配置、保育サービス、施設改修などに関する現状

と今後の見通し 

（３）スケジュール 

   令和５年５～６月 調査の実施 

   令和５年７月 

～令和６年３月 調査結果の取りまとめ・分析 

３ 備 考 

  令和５年度中に実施予定の「子どもに関する総合計画等の策定に向

けた調査」において、市民の保育ニーズ等を把握する。 

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－３１８２（内線3182） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （新規）民間保育所等物価高騰対策支援金 草案頁 

26頁 

27頁 

28頁 

29頁 

予 定 額 １，０４５，４０５千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  エネルギー・食料品価格等の高騰への対応として、民間保育所等に

おける光熱費の増額分及び保護者負担の増額を行うことなく給食等の

水準を維持するために必要な経費への支援を実施するもの。 

２ 対象施設等及び予定額 

（１）民間施設等 

区   分 予 定 額 
内   訳 

光 熱 費 分 給 食 費 分

子ども・子育て支援センター 150千円 150千円

子 育 て 応 援 拠 点 951千円 951千円

地域子育て支援拠点 1,350千円 1,350千円

病児・病後児デイケア事業 688千円 688千円

留守家庭児童育成会 11,483千円 11,483千円

ジョイナス.ナゴヤ 67千円 67千円

障害児通所支援事業所等 97,936千円 74,290千円 23,646千円

児童発達支援センター 4,103千円 2,320千円 1,783千円

障 害 児 入 所 施 設 2,020千円 900千円 1,120千円

い こ い の 家 事 業 144千円 144千円

保 育 所 等 771,800千円 243,626千円 528,174千円

児 童 養 護 施 設 等 51,827千円 25,170千円 26,657千円

社会的養育ステップハウス事業 180千円 180千円

児童家庭支援センター 338千円 338千円

計 943,037千円 361,657千円 581,380千円
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（２）公立施設 

区   分 予 定 額 （ 給 食 費 ）

保 育 所 91,697千円

児 童 相 談 所 2,802千円

地 域 療 育 セ ン タ ー 719千円

児 童 養 護 施 設 等 7,150千円

計 102,368千円

（参考）公立施設に係る光熱費等の増加への対応として、表に掲げた

金額のほか、130,808千円を予定 

３ 内 容 

（１）光熱費に係る支援 

  施設規模や実績に応じて算出した増額分を支援 

（２）給食費に係る支援 

  １食あたり34円を支援 

担 当 課 企画経理課 電話９７２－３０８０（内線3080） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（新規）トワイライトスクール等への 

ＩＣＴ機器の導入 
草案頁 26頁 

予 定 額 ３７，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  保護者や施設職員の負担軽減、児童の安全面の向上を図ることを目

的として、トワイライトスクール及びトワイライトルーム（以下「ト

ワイライト」という。）にＩＣＴ機器を導入する。 

２ 内 容 

（１）対象施設 

   全トワイライト（261か所） 

（２）実施内容 

  ア ＩＣＴの活用 

    クラウドサービスを活用して、トワイライトと保護者との情報

共有の円滑化・効率化を図る。 

  イ タブレット端末の導入 

    各トワイライトが、クラウドサービスにアクセスし、児童の参

加受付等を行うことができるよう、タブレット端末を配置する。 

３ 導入予定時期 

  令和６年１月以降順次 

担 当 課 子ども未来企画部放課後事業推進室 電話９７２－３０９１（内線3091）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （新規）ひとり親家庭職業体験事業 草案頁 27頁 

予 定 額 ２，９９２千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  ひとり親家庭の子どもの自立につながる職業観や勤労観を身につけ

るとともに、ひとり親家庭の親子及び親同士の交流を促進するため、

職業体験会等を実施する。 

２ 内 容 

（１）対象者 

   ひとり親家庭の親及び子 

（２）定 員 

   親子10組程度（１回あたり） 

（３）実施事業 

ひとり親家庭の親子に対し、様々な現場で職業を体験する「職業

体験会」と、将来設計や進路について学ぶ「ライフプラン講習」を

実施する。 

（４）実施回数 

   職業体験会、ライフプラン講習をそれぞれ年２回程度実施 

担 当 課 子ども未来企画部子ども未来企画室 電話９７２－３０２５（内線3025）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （新規）養育費保証料補助 草案頁 27頁 

予 定 額 ２，５００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう支援

するため、保証会社と養育費保証契約を締結する際に負担した費用を

補助する。 

２ 内 容 

（１）補助対象 

   養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として

本人が負担した費用について、１回に限り補助 

（２）補助金額 

   上限５万円 

（３）対象者 

   養育費の取り決めにかかる債務名義を有し、保証会社と１年以上

の養育費保証契約を締結している方で、養育費の取り決めの対象と

なる児童を現に扶養している方 

（４）実施予定時期 

   令和５年４月１日以降に締結された養育費保証契約を対象とし

て、令和５年６月から申請受付開始 

担 当 課 子ども未来企画部子ども未来企画室 電話９７２－３０２５（内線3025）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （新規）居宅訪問型保育事業 草案頁 27頁 

予 定 額 ３１，８７７千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  待機児童対策の一環として、医療的ケアや重度の障害などにより、

安全面・職員体制面から、保育の必要性がありながら保育所等の利用

が困難な子どもに対して、対象児の居宅において保育する居宅訪問型

保育事業を実施する。 

２ 内 容 

（１）子どものための教育・保育給付（公定価格） 

   事業者が受け入れる子ども１人あたりにかかる人件費等の費用 

（２）研修費用等 

職員が対象となる子を受け入れるために必要な専門的な知識を

習得するために実施する研修にかかる費用等 

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線2523） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （新規）第３期障害児福祉計画の策定 草案頁 28頁 

予 定 額 ９０６千円 

事業の概要 

１ 趣 旨

児童福祉法に基づき、障害のある児童が身近な地域で支援を受ける

ことができるよう、障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標、

必要なサービス量の見込み及びその確保方策について定める第３期障

害児福祉計画を策定する。 

なお、障害者総合支援法に基づく第７期障害福祉計画と一体的に策

定する。 

２ 内 容 

  障害者施策推進協議会及びその専門部会において検討、協議 

３ 計画期間 

  令和６～８年度（予定） 

４ スケジュール 

  令和５年４～10月 障害福祉計画専門部会にて計画策定に向けて 

検討 

        11月 障害者施策推進協議会にて計画素案の策定 

        12月 パブリックコメントの実施 

  令和６年  ３月 計画の策定及び公表 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（新規）児童発達支援センターにおける 

医療的ケア児支援事業 
草案頁 28頁 

予 定 額 １４，３９７千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  児童発達支援センターにおいて、医療的ケアが必要な児童を受け入

れる体制の整備を行う。 

２ 内 容 

（１）児童発達支援センターにおける医療的ケア児支援 

   現状、看護師が配置されていない児童発達支援センターにおける

医療的ケア児受け入れに対して、看護師の配置等にかかる経費を補

助する。 

（２）日中一時支援事業における医療的ケア児支援 

   児童発達支援センターで実施する日中一時支援事業における医療

的ケア児受け入れに対して、民間児童発達支援センターについて、

看護師の配置にかかる経費を補助するとともに、公立児童発達支援

センターについて、看護師の配置を行う。 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（新規）児童養護施設等への看護職員の 

配置 
草案頁 

28頁 

29頁 

予 定 額 ８４，００２千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  児童養護施設等における医療的支援体制の強化を図るため、看護職

員（保健師、看護師、准看護師）の配置のない児童養護施設等に看護

職員を配置する。 

２ 内 容 

（１）概 要 

   被虐待児や障害児等継続的な服薬管理及び健康管理を必要とする 

児童等の人数に応じて、看護職員配置に係る費用を補助等 

（２）対象施設 

児童養護施設   12か所 

母子生活支援施設 ５か所 

（３）主な業務内容 

  ア 緊急時における対応 

  イ 常備薬の管理及び与薬 

  ウ 日常生活上の観察や体調把握 

  エ 医師又は嘱託医との連携 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516）
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令和５年度主な施策等一覧

健 康 福 祉 局 

子ども青少年局 

事 項 （新規）介護職員等の奨学金返済支援事業 草案頁 

23貢 

28頁 

32貢 

予 定 額 ２０，７７５千円 

事業の概要 

１ 趣旨 

  介護職員等の確保、定着及びキャリアアップを図るため、在学中に貸

与を受けた奨学金の返済を行う介護職員等を対象に、当該返済に要した

費用を助成する。 

２ 補助対象 

市内介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所及び障害児通所支

援事業所に在籍する介護職員等（事業所からの推薦を受けた者） 

３ 補助内容 

（１）対象経費 

学資として貸与を受けた返済免除制度のない資金の返済に要した

費用 

（２）助成額（年額） 

ア 常勤の介護職員等として直接雇用された者 

１５０千円を上限 

イ アを満たし、かつ継続３年以上在籍する実務者研修修了者 

２２５千円を上限 

ウ イを満たし、かつ継続４年以上在籍する介護福祉士有資格者 

３００千円を上限 

（３）助成期間 

５年間 

担 当 課

【介護サービス事業所等に関すること】 

高齢福祉部 介護保険課 電話９７２－２５９１（内線2591） 

【障害福祉サービス事業所等に関すること】 

障害福祉部 障害者支援課 電話９７２－２５５８（内線2558） 

【障害児通所支援事業所に関すること】 

子育て支援部 子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516） 

健康福祉局   １９，８００千円 

子ども青少年局 ９７５千円
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（新規）公立保育所の社会福祉法人への 

移管 
草案頁 29頁 

予 定 額 ３８３，３７５千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  公立保育所は、社会福祉法人への移管または統廃合を進め、78 か所

まで集約化することとしており、引継ぎ共同保育等を実施し、円滑な

移管を行う。 

２ 内 容 

（１）令和６年度移管 

区名 保育所名 実施内容 

千種 千代田橋保育園 引継ぎ共同保育 

補修工事（千代田橋・牧野原） 

新設整備補助（富田第三） 

測量・不動産鑑定 等 

中川 富田第三保育園

名東 牧 野 原 保 育 園

（２）令和７年度移管 

区名 保育所名 実施内容 

港 南陽第二保育園
移管先法人の選定懇談会経費 

補修工事設計 等 

（３）令和８年度移管 

区名 保育所名 実施内容 

南 豊 田 保 育 園
アスベスト含有調査 

守山 天 子 田 保 育 園

担 当 課 保育部保育運営課 電話９７２－３０９３（内線3093） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （新規）保育所等利用待機児童対策 草案頁 
28頁 

29頁 

予 定 額 １，１８２，４２７千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  本市では、これまで待機児童対策に積極的に取り組んできた結果、

９年連続で国の調査要領に基づく待機児童ゼロを達成した。 

  しかしながら、令和４年４月において、特定の園のみを希望する等

の理由により保育所等を利用できていない児童が767人と高水準にあ

り、また今後も利用希望の増加が見込まれる地域があるため、令和６

年４月の待機児童ゼロを目指し、引き続き必要な地域での対策を行う。

２ 内 容 

区  分 金  額 か所数 利用枠拡大数

 千円 か所 人

賃貸方式による民間保育所等
（本園）の設置 

149,195 ３ 180( 90) 

民間保育所等の定員増を伴う
老朽改築 

 708,889  ５ 56( 50) 

幼稚園から認定こども園への
移行

296,779 ６ 359(128) 

うち令和６年４月向け対策分 137,184 ２ 100( 40) 

小規模保育事業所の設置 27,564 １ 19( 19) 

計 1,182,427 15 614(287) 

うち令和６年４月向け対策分 1,022,832 11 355(199) 

注１：金額については、待機児童対策としての新たな整備費等を計上 

注２：利用枠拡大数の( )は、３歳未満児（再掲） 

注３：「幼稚園から認定こども園への移行」の６か所中４か所は、２か年整

備のため令和７年４月に向けた待機児童対策となる。 

注４：「小規模保育事業所の設置」は、幼稚園接続型とする予定 

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－３１８２（内線3182） 
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別紙 

民間保育所等の定員増を伴う老朽改築 

〔改築５か所〕 

現 施 設 名 オアシスはとおか保育園 日吉保育園 

整 備 予 定 地 北区鳩岡二丁目 中村区千成通 

施 設 種 別 保育所 保育所 

事 業 主 体 社会福祉法人 やすらぎの郷 社会福祉法人 日吉会 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

  110 人 

( 36 人) 

→

→

120 人 

( 45 人) 

300 人 

( 83 人) 

→

→

310 人

( 92 人) 

改 築 予 定 令和６年４月 

現 施 設 名 東起保育園 まつがね保育園 

整 備 予 定 地 中川区東起町 緑区松が根台 

施 設 種 別 保育所 保育所 

事 業 主 体 社会福祉法人 起 社会福祉法人 明星会 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

134 人 

( 44 人) 

→

→

147 人 

( 57 人) 

100 人 

( 31 人) 

→

→

110 人 

( 41 人) 

改 築 予 定 令和６年４月 

現 施 設 名 野並保育園  

整 備 予 定 地 天白区福池二丁目  

施 設 種 別 保育所  

事 業 主 体 社会福祉法人 野並福祉会  

定 員 

(３歳未満児再掲) 

302 人 

(116 人) 

→

→

315 人 

(125 人) 

改 築 予 定 令和６年４月  
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別紙 

幼稚園から認定こども園への移行 

〔改築６か所〕 

現 施 設 名 名古屋遊花幼稚園 平手幼稚園 

整 備 予 定 地 中村区栄生町 緑区平手北二丁目 

施 設 種 別 認定こども園 認定こども園 

事 業 主 体 学校法人 遊花学園 学校法人 緑学園 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

310 人 

(  0 人) 

→

→

210 人※1 

( 30 人) 

210 人 

(  0 人) 

→

→

190 人※2 

( 10 人) 

改 築 予 定 令和６年４月 

※1 移行後の定員は 1号定員 135 人を含み、保育の利用枠拡大数は 75 人（30 人）。 

※2 移行後の定員は 1号定員 165 人を含み、保育の利用枠拡大数は 25 人（10 人）。 

現 施 設 名 旭キンダーの丘幼稚園 マハヤナ幼稚園 

整 備 予 定 地 瑞穂区田辺通 南区呼続三丁目 

施 設 種 別 認定こども園 認定こども園 

事 業 主 体 学校法人 名古屋旭学園 学校法人 黄龍学園 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

255 人 

(  0 人) 

→

→

224 人※3

( 24 人) 

209 人 

(  0 人) 

→

→

164 人※4

( 10 人) 

改 築 予 定 令和７年４月 

※3 移行後の定員は 1号定員 164 人を含み、保育の利用枠拡大数は 60 人（24 人）。 

※4 移行後の定員は 1号定員 139 人を含み、保育の利用枠拡大数は 25 人（10 人）。 

現 施 設 名 池上台幼稚園 健峰幼稚園 

整 備 予 定 地 緑区池上台二丁目 名東区小池町 

施 設 種 別 認定こども園 認定こども園 

事 業 主 体 学校法人 石川学園 学校法人 猪高学園 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

308 人 

(  0 人) 

→

→

330 人※5

( 30 人) 

280 人 

(  0 人) 

→

→

219 人※6

( 24 人) 

改 築 予 定 令和７年４月 

※5 移行後の定員は 1号定員 240 人を含み、保育の利用枠拡大数は 90 人（30 人）。 

※6 移行後の定員は 1号定員 135 人を含み、保育の利用枠拡大数は 84 人（24 人）。 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （新規）一時保護所のあり方調査 草案頁 29頁 

予 定 額 ６，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  児童福祉法改正による一時保護所の設備及び運営に関する基準の条

例制定の義務化への対応とともに、一時保護した児童に安心・安全な

環境でより適切なケアを行うため、居室の個室化など児童相談所附設

一時保護所等に係る今後のあり方の調査を実施する。 

２ 内 容 

（１）一時保護所の運営や体制の現状と課題の整理 

（２）課題に対して必要な本市の一時保護における支援策の検討 

（３）一時保護所の環境整備や一時保護の受け皿確保の検討 

（参考） 

○一時保護所の設置か所数および定員 

３か所、75 人 

 ○一時保護件数 

令和元年度 1,667 件(一時保護所 1,060 件､委託一時保護 607 件) 

令和２年度 1,466 件(一時保護所 1,046 件､委託一時保護 420 件) 

令和３年度 1,828 件(一時保護所 1,135 件､委託一時保護 693 件) 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２６２６（内線2626）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （新規）子ども食堂等の運営支援 草案頁 30頁 

予 定 額 ２０，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  子ども食堂等は食事提供等による交流にとどまらず居場所として機

能することで、ゆるやかな繋がりのなかで子どもを見守ると同時に、

必要な行政の支援に繋げることが期待されている。このような取り組

みを実施する子ども食堂等を支援していくため、運営費の補助を行う。

  また、子ども食堂等を総合的に支援するコーディネート事業を行う。

２ 内 容  

（１）運営補助金 

  ア 対象となる活動 

① 子ども食堂 

② 学習支援 

③ その他子どもの居場所として資する事業 

  イ 補助額 

    ①・②のいずれかを実施 10万円/年 

    ①～③の複数を実施   20万円/年 

  ウ 主な支給要件 

    ・対象となる活動を月１回以上実施 

     （複数実施する場合はそれぞれ月１回以上実施） 

    ・５人以上の団体で、定款又は会則等を備えていること 

    ・子どもの参加人数が10名以上であること 

（２）コーディネート事業 

  ア 子ども食堂等の立上げや運営に関する総合相談 

  イ 運営者等担い手の発掘・育成のための研修等の実施 

  ウ 支援機関や地域とのネットワークの形成 

  エ 子ども食堂等への研修等の実施 

担 当 課 子ども未来企画部子ども未来企画室 電話９７２－３０２５（内線3025）
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令和５年度主な施策等一覧 

子ども青少年局 

健 康 福 祉 局

教 育 委 員 会 

事 項 
（新規）公立大学法人名古屋市立大学と連携し

た発達障害児（者）への支援 
草案頁 

31頁 

51頁 

予 定 額 ８０，０００千円  

事業の概要 

１ 趣 旨 

  名古屋市立大学と連携して、医療・福祉・教育が一体となった発達

障害に関する知見の蓄積と発達障害児者への支援を実施

２ 内 容 

（１）調査研究の実施 

      名古屋市立大学において、発達障害に関する医学的な調査研究等

を行う寄附講座を開設 

（２）連携事業の実施 

   今後、研究成果を踏まえ、診療体制等の構築や発達障害に関わる

職員研修など、名古屋市立大学と連携したライフステージを通じた

支援を実施 

担 当 課 

（子ども青少年局） 

子育て支援部子ども福祉課  電話 ９７２－２５１６ 

（健康福祉局） 

障害福祉部障害企画課      電話 ９７２－２５８５ 

（教育委員会） 

総務部総務課        電話 ９７２－３２７５ 

指導部指導室        電話 ９７２－３２８９（特別支援） 

新しい学校づくり推進部子ども応援室 

電話 ９５０－７１６２ 

教育センター教育相談部    電話 ６８３－６４２１ 

子ども青少年局  ４０,０００千円 

健康福祉局    ２０,０００千円 

教育委員会    ２０,０００千円 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （新規）妊婦・子育て家庭応援金の支給等 草案頁 34頁 

予 定 額 １，７８８，１４４千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、伴

走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する。 

２ 内 容 

（１）対象者 

全ての妊婦及び主に０歳から２歳の乳幼児を養育する子育て世帯 

（２）実施内容 

ア 伴走型相談支援 

各区の保健センターに設置されている「子育て総合相談窓口

（子育て世代包括支援センター）」が中心となり、妊娠期から出

産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即し

た必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実する。 

イ 経済的支援 

妊娠の届出や出生の届出を行い、保健センターの相談支援を受

けた妊婦・子育て家庭等に対し、妊婦・子育て家庭応援金を支給

する。 

・令和５年４月以降に妊娠届出をした妊婦１人あたり５万円を

支給 

・令和５年４月以降に出生した児童１人あたり５万円を支給 

※令和４年４月から令和５年３月分までの事業費は、令和４年

度 11 月補正予算で対応済 

担 当 課 子育て支援部子育て支援課 電話９７２－２６０１（内線2601）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）子どもの権利擁護機関の運営 草案頁 25頁 

予 定 額 １３７，３０３千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

子どもの潜在的な悩みをキャッチし、権利を保障できるよう、子ど

もにとって身近な問題であることを分かりやすく伝えるとともに、相

談自体に対するハードルを下げるため、新たな相談受付等の仕組みを

構築する。 

また、子どもが権利の主体として自ら権利を行使するためには、周

りの大人の理解や支えが必要不可欠であることから、子どもに関わる

大人に対し、さらなる普及啓発を行う。 

２ 内 容 

（１）子ども向けウェブサイトの構築 

学校での情報提供にとどまらず、子どもの権利について分かりや

すく伝えることや子どもの権利相談室「なごもっか」をより知って

もらうこと等を目的として、新たにウェブサイトを構築する。 

（２）ＬＩＮＥを使った相談受付 

子どもにとって身近なコミュニケーションツールであるＬＩＮＥ

を使うことにより、相談申込のハードルを下げるとともに、開所時

間に関わらず、子ども自身が相談しやすい時間帯に面談の申込みを

可能とする。 

（３）子どもに関わる機関の従事者向けリーフレットの作成 

学校を始めとする子どもに関わる機関等の従事者に対し、子ど

もの権利及び「なごもっか」について、より深く理解してもらうた

め、新たなリーフレットを作成する。

担 当 課 子ども未来企画部子ども未来企画室 電話２１１－８０７１ 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）エリア支援保育所事業 草案頁 26頁 

予 定 額 ３１，８３９千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

地域における保育の質の向上と子育て支援の充実を図るため、各エ

リアにおいて研修等の企画・調整や関係機関同士のネットワークを構

築するためのコーディネート等を行うエリア支援保育所事業の実施か

所数を拡大する。 

２ 内 容 

（１）事業内容 

ア 保育の質の向上 

・保育の質の向上を目的とした研修等の企画・調整 

・訪問支援や個別支援等、公立・民間保育所等におけるセーフティ

ネット機能確保のための働きかけ 

イ 地域の子育て家庭への支援 

・個別相談支援や地域の子育てサロン等への職員派遣などの支援 

・区役所や保健センター等の関係機関とのネットワークの構築 

（２）実施か所数 

区 分 
令和５年度 

実施か所数 
増 減 

サポート園 

(「ユニット」の中心となり、事

業の企画調整等を行う保育所)

22 か所

３か所増 

 内山（千種区） 

 正色（中川区） 

 藤里（名東区）

一 般 園 

（サポート園と連携・協力して 

事業を行う保育所）

31 か所

３か所増 

 安田（昭和区） 

 宮西（熱田区） 

 山根（天白区） 

※各地域において、サポート園と一般園が２～４園でユニットを組

み、協力してエリア内で事業を実施 

担 当 課 保育部保育運営課 電話９７２－３０９５（内線3095） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）保育関係業務におけるデジタル 

トランスフォーメーションの推進 
草案頁 26頁 

予 定 額 ５４，６３５千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  保育利用に関する情報の発信から申請までの一連の流れについてオ

ンラインで完結できる仕組みを整備するなど保育関係業務におけるデ

ジタルトランスフォーメーションを推進し、市民の利便性の向上と業

務改善による職員の事務負担軽減を図る。 

２ 内 容 

（１）保育行政ポータルサイトの構築・運用 

保育所等の空き状況など保育利用のための情報を集約し、保育行

政に特化したポータルサイトを構築する。 

（２）保育所等利用調整業務の改善 

保育所等の利用調整業務及び利用開始後の保育要件の確認に係

る業務について、デジタルツールを活用して省力化を図る。 

（３）外部クラウドサービスの活用 

事業者（各保育所等）に向けた通知、各種補助金申請及び監査確

認書類について、クラウドサービスを活用し事業者及び職員の事務

の負担軽減を図る。 

（４）公立保育所延長保育料の口座振替 

公立保育所を利用する児童の延長保育料について、口座振替収納

を導入するため、システム改修を実施する。 

担 当 課 
保育部保育企画室 電話９７２―２５２３（内線2523） 

保育部保育運営課 電話９７２―３０９５（内線3095） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）のびのび子育てサポート事業 草案頁 26頁 

予 定 額 ５６，４８３千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

会員同士で子育ての援助をする名古屋のびのび子育てサポート事業

について、子育ての手助けを受けたい「依頼会員」の登録受付を、市

内８カ所の事務局支部以外の場所でもできるよう、利便性向上を図る

もの。 

２ 内 容 

区役所、支所をはじめとした子育て家庭の訪れやすい施設や、子育

て家庭の集まるイベント会場等の場を活用し、各区内において月１回

程度、依頼会員の出張登録受付の機会を設ける。 

担 当 課 子育て支援部子育て支援課 電話９７２－２６０１（内線2601）
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令和５年度主な施策等一覧 

子ども青少年局 

事 項 （拡充）多胎児家庭支援事業 草案頁 26頁 

予 定 額 ４，３０２千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

多胎児の妊娠・出産・育児に伴う保護者の身体的、精神的な負担を

軽減するため、出産前からパートナーも含めて心構えを醸成する機会

を新たに設けるほか、多胎児家庭の同行支援の対象を拡充することに

より、多胎児家庭支援事業の充実を図る。 

２ 内 容 

（１）対 象 

主に３歳未満の多胎児を養育している保護者及び多胎妊婦とそ

のパートナー 

（２）事業内容 

ア オンラインによるプレファミリー教室の実施（新規） 

イ 保健センターにおける乳幼児健康診査に加え、医療機関におけ

る乳児一般健康診査、予防接種の際の同行支援（拡充） 

ウ 子どもの発達や子育てに関する電話相談 

エ 助産師の訪問支援 

（３）実施予定時期 

ア オンラインによるプレファミリー教室（令和５年７月） 

イ 同行支援の拡充（令和５年４月） 

担 当 課 子育て支援部子育て支援課 電話９７２－２６０１（内線2601）
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令和５年度主な施策等一覧 

子ども青少年局 

事 項 （拡充）児童相談所の体制強化等 草案頁 26頁 

予 定 額 ６８１，０２８千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

児童相談所において一時保護された児童が、安心・安全に過ごすこ

とができるよう、職員体制の強化等とともに、複雑かつ困難化してい

る相談対応の充実を図る。 

２ 内 容 

（１）各児童相談所附設一時保護所への保育士等業務員の配置 

会計年度任用職員（児童福祉施設保育士等業務員）各１名（計

３名）を配置 

（２）中央児童相談所附設一時保護所への看護師の配置 

会計年度任用職員（一時保護対応看護師）１名を配置 

（３）動物介在・療法事業（アニマルセラピー）の導入 

一時保護児童等のストレス軽減を図るため、犬との触れ合い事

業を中央児童相談所にて導入 

（４）委託一時保護における精神科医療機関との連携強化 

精神科医療機関による入院治療が必要とされる児童の受け入れ

に対し、受入加算制度を創設 

（５）通訳者派遣事業の実施 

一時保護児童の保護者等のうち通訳が必要な場合における通訳

者派遣事業を創設 

担 当 課 児童福祉センター中央児童相談所 電話７５７－６１１１（代）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）産後ケア事業 草案頁 26頁 

予 定 額 １４，７７０千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  出産直後から産後も安心して育児ができるよう、母子に対して心身

のケアや育児サポート等を実施している産後ケア事業に、助産師が利

用者の居宅を訪問し支援を行う訪問ケアを新たに導入するとともに、

利用料を改定する。 

２ 内 容 

（１）対象者 

  ア 入院を要しない程度の心身の不調・育児不安等により育児困難

感があり、支援者がいない産婦等とその子ども 

イ 原則、出産後４か月未満（特に必要な場合は１年未満） 

（２）実施方法 

  ア 宿泊ケア・通所ケア  

病院、診療所等において支援を行う。 

イ 訪問ケア（新規） 

助産師が利用者の居宅へ訪問し支援を行う。 

（３）利用料 

  ア 宿泊ケア・通所ケア 

区  分 改 定 後 現 行 

宿泊ケア 

Ⅰ 0 円 0 円 

Ⅱ 3,520 円 4,770 円 

Ⅲ 11,020 円 12,270 円 

通所ケア 

Ⅰ 0 円 0 円 

Ⅱ 2,360 円 3,180 円 

Ⅲ 7,270 円 8,180 円 
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イ 訪問ケア（新規） 

区  分 利 用 料 

訪問ケア 

Ⅰ 0 円 

Ⅱ 1,560 円 

Ⅲ 4,800 円 

※区 分 

Ⅰ 生活保護受給者、市民税非課税の者 

Ⅱ Ⅰの場合を除き母親及び配偶者の合計所得が730万円未満の者 

Ⅲ Ⅰの場合を除き母親及び配偶者の合計所得が730万円以上の者 

（４）実施予定時期 

ア 宿泊ケア・通所ケアの利用料の改定 

 令和５年４月 

イ 訪問ケアの開始 

令和５年10月 

担 当 課 子育て支援部子育て支援課 電話９７２－２６０１（内線2601）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）子ども会活動の助成 草案頁 26頁 

予 定 額 ６０，４９２千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  子ども会の団体数、会員数ともに減少傾向が続いており、子ども会

活動の振興のため、地域子ども会等への助成を増額する。 

２ 内 容 

（１）地域子ども会への助成の増額 

   会員数が35人以上の子ども会への助成を増額 

会 員 数 現 行 年 額 改定後年額 

 35人～ 99人 21,600円 25,900円 

100人～199人 40,800円 48,900円 

200人以上 60,000円 71,900円 

（２）子ども会育成者組織への助成の増額 

   区子ども会育成者組織が実施する区全体の交流行事への助成を増

額するとともに、子ども会活動の中心を担っている、子ども会育成

者組織役員の規模に応じた額を加算 

担 当 課 子ども未来企画部青少年家庭課 電話９７２－３２５６（内線3256）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）子ども会活動振興策の方向性策定

に向けた検討 
草案頁 26頁 

予 定 額 １０，１０１千円 

事業の概要 

１ 趣 旨  

子ども会の団体数、会員数の減少傾向が続いていることから、本市

における子ども会活動振興策の方向性（以下「方向性」という。）を

策定し、子ども会活動の活性化に向けた新しい施策展開を図るため、

研究会及びモデル事業等による検討を実施する。 

２ 内 容  

（１）学識者の参画による研究会の開催 

様々な分野の学識者から幅広い視点での助言を得るための研究

会を開催 

（２）モデル事業の実施 

保護者や子どものニーズに合った子ども会の魅力や運営手法を

検討するため、子ども会活動支援のモデル事業を実施 

・子ども自身が主体的に運営に関わる子ども会活動を支援 

・子ども会と新たな支え手（大学、ＮＰＯ等）の関わりを支援 

・地域団体等による子ども会の新設を支援 

（３）検討会議の開催 

   子ども会活動振興に向けたこれまでの様々な取組み内容を踏ま

え、方向性の策定に向けた検討会議を実施 

担 当 課 子ども未来企画部青少年家庭課 電話９７２－３２５６（内線3256）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）放課後児童対策 草案頁 
26頁 

27頁 

予 定 額 ６，５０７，４７８千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

令和４年 11 月に策定した「小学校年齢期における放課後施策の新

たな方向性」に基づき、子どもたちが豊かな放課後を過ごすことがで

きる環境及び子育てをしながら仕事を継続する人が働きやすい環境を

整えていくため、放課後施策の量的拡充及び質の確保を図るもの。 

２ 内 容 

（１）トワイライトスクール・ルーム 

ア スタッフ体制の強化（拡充） 

（ｱ）内 容 

運営の安定化やトワイライトルームへの移行の推進のため、

参加人数の多い施設等のスタッフ体制を拡充する。 

・トワイライトスクール 

 運営指導者の補助員１名を追加配置（10か所→15か所） 

・トワイライトルーム 

 非常勤の子ども指導員を常勤化（８か所→18か所） 

（ｲ）予定額 

95,011千円 

イ キャリアアップ処遇改善事業（新規） 

（ｱ）内 容 

トワイライトルームの子ども指導員等の人材確保のため、資

格の取得や勤続年数に応じた処遇改善を実施する。 

（ｲ）予定額 

24,217千円 
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ウ モニタリング体制の強化（拡充） 

（ｱ）内 容 

施設を訪問して運営状況の確認を行うモニタリングについ

て、非常勤の職員体制を拡充する。（２名→３名） 

（ｲ）予定額 

11,070千円 

（２）留守家庭児童健全育成事業 

ア 法人運営への移行に向けた検討（新規） 

（ｱ）内 容 

法人運営への移行を２か所の育成会において、試行的に実施

し、必要となる支援策等について検討を行う。 

（ｲ）予定額 

6,000千円 

イ 運営場所確保支援の充実（拡充） 

（ｱ）内 容 

土地・建物を探している育成会の情報を不動産事業者等へ周

知し、運営場所の確保を図る。 

（ｲ）予定額 

500千円 

ウ 巡回支援モデル事業（拡充） 

（ｱ）内 容 

経験豊富な指導員が各施設を巡回し、助言・指導を行うこと

で、指導員の職場定着や運営の質の確保を図る。 

（ｲ）予定額 

956千円 

担 当 課 子ども未来企画部放課後事業推進室 電話９７２－３０９１（内線3091）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）早期子ども発達支援施策の推進 草案頁 28頁 

予 定 額 １６４，０２２千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

次期早期子ども発達支援体制に関する方針の策定に係る調査を実施

するとともに、地域療育センター体制の拡充等を行い、早期子ども発

達支援を必要とする子どもと保護者に適切な支援を実施する体制の整

備を行う。 

２ 内 容 

（１）次期早期子ども発達支援体制に関する方針の策定に係る調査 

保護者を対象に、障害児通所支援をはじめとする子ども発達支

援施策の利用状況、保育所をはじめとした子ども・子育て支援の

一般施策の利用状況及び医療的ケア児の状況等に関する調査を実

施することにより、各施策のニーズを把握する。 

（２）地域支援・調整部門の実施か所数の増 

速やかに保護者の相談支援及び子どもの発達支援を行うほか、

保健センター、保育所及び医療機関など地域の社会資源との連携

の強化を図る。 

ア 実施か所数 

  民間地域療育センター１か所→２か所 

イ 拡充予定時期 

  令和５年７月 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）医療的ケア児支援に係る連携の 

促進 
草案頁 28頁 

予 定 額 １９，００７千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  医療的ケア児及びその保護者に対する各種サービスの紹介や相談対

応等を実施する医療的ケア児支援コーディネーターが助言を受けるこ

とができる体制の強化を図る。 

２ 内 容 

（１）スーパーバイザーの増員 

   １→２名 

（２）実施方法 

   スーパーバイザーの要件（コーディネーター養成研修の修了、医

療的ケア児支援の実績等）を満たす相談支援専門員が所属する法人

に事業を委託して実施 

（３）スーパーバイザーの主な業務内容 

  ア 医療的ケア児支援コーディネーターに対するスーパーバイズ 

  イ 支援難度の高い医療的ケア児への個別的な相談支援 

  ウ 医療、保健、福祉、教育等の関係機関の連携の促進 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）保育所等運営費補給金 草案頁 28頁 

予 定 額 ３，８６３，６２８千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  社会福祉施設における公民格差の是正を目的とした制度で、職員の

給与改善と国の基準に上乗せして市独自で保育士を加配できるよう配

置基準の改善を行っている。 

  配置基準の改善について、一時保育などの特別保育を実施している

園の負担軽減及び安定した施設運営の確保を図るため、４月１日時点

で産休あけ児が３人以上在籍している場合に保育士を加配できること

としている産休あけ等保育加配について、加配が可能となる対象を拡

充する。 

２ 内 容 

（１）産休あけ等保育加配の対象の拡充 

   ４月１日時点で、０歳児が３人以上在籍しており、かつ特別保育

（一時保育、休日保育、24 時間緊急一時保育又は延長保育（２時間

以上））を実施している施設を対象に追加 

（２）対象見込施設数 

   70 か所（44 か所増） 

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線2523） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）延長保育事業 草案頁 28頁 

予 定 額 １，０３３，８０３千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

保育所等において利用時間帯を超えて延長して保育を行う延長

保育について実施か所数を拡大することにより、保護者の就労時間

の多様化に対応する。 

２ 実施か所数 

  通常の開所時間からの延長保育（11 時間を超えて保育する場合） 

区  分 ５年度 増 減 

 １ 時 間 延 長 
公 立 72 か所 ３か所減 

民 間 397 か所 15 か所増 

 ２ 時 間 延 長 民 間 16 か所 ― 

 ４ 時 間 延 長 民 間 ４か所 ― 

 ６ 時 間 延 長 民 間 ２か所 ― 

夜 間 保 育 延 長 民 間 ４か所 ― 

合  計 495 か所 12 か所増 

  ※上記のほか、保育短時間認定児の延長保育について、保育所、

認定こども園、地域型保育事業所で実施 

担 当 課 
保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線2523） 

保育部保育運営課 電話９７２－３０９５（内線3095） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）一時保育事業 草案頁 28頁 

予 定 額 ４７８，８９３千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

保育所等における一時保育事業や、私立幼稚園等における一時預か

り事業の実施か所数を拡大することにより子育て支援の充実を図る。 

２ 実施か所数 

※上記のほか、公立保育所 83 か所において、平日に市内８か所程度

でリフレッシュ保育に特化した事業を実施 

３ 内 容 

（１）保育所等における一時保育事業 

家庭保育が一時的に困難となる場合に、児童を預かる事業 

（２）私立幼稚園等における一時預かり事業 

幼稚園型Ⅰ：夕刻や夏休み等に１号認定の在園児を一時的 

に預かる事業 

幼稚園型Ⅱ：保育を必要とする２歳児を受け入れる事業 

区  分 ５年度 増 減 

保育所等における一時保育事業 69 か所 ３か所増

 公 立 保 育 所 ４か所 ― 

 民 間 保 育 所 等 58 か所 ３か所増

 小 規 模 保 育 事 業 所 ７か所 ― 

私立幼稚園等における一時預かり事業 104 か所 13 か所増

 幼 稚 園 型 Ⅰ 97 か所 14 か所増

 幼 稚 園 型 Ⅱ ７か所 １か所減

担 当 課 
保育部保育企画室 電話９７２―２５２３（内線2523） 

保育部保育運営課 電話９７２―３０９５（内線3095） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）私立幼稚園における預かり保育 

拡充事業 
草案頁 28頁 

予 定 額 ３９，３０４千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

私立幼稚園において、長期休業期間等に預かり保育を必要とする在

園児を受け入れる「私立幼稚園における預かり保育拡充事業」の実施

か所数を拡大することにより、子育て支援の充実を図る。 

２ 実施か所数 

  19 か所（３か所増） 

３ 内 容 

（１）対象児童 

   保育を必要とする私立幼稚園の在園児 

（２）実施時間 

  ア 基本時間 

区  分 時  間 

平   日 教育時間終了時刻～17 時 

長期休業日 

（土日除く） 
平日における開園時刻～17 時 

  イ 付加時間 

区  分 時  間 

土  曜 平日における開園時刻～17 時 

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線2523） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）民間保育所等における保育支援者等

の配置 
草案頁 28頁 

予 定 額 ８４７，８６０千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

保育士確保支援事業の１つとして実施している、保育に係る周辺業

務を行う保育支援者の配置及び園外活動時の見守りに要する費用の補

助を行うことにより保育士の負担軽減等を図る保育体制強化事業につ

いて、対象施設を拡充するとともに、新たにスポット支援員の配置に

かかる補助を実施する。 

２ 内 容 

（１）保育支援者の配置に係る対象施設の拡充 

幼稚園型認定こども園を追加 

（２）園外活動時の見守りに係る対象施設の拡充 

   幼稚園型認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所及

び事業所内保育事業所を追加 

（３）スポット支援員の配置 

全ての施設を対象に、登園時の繁忙な時間帯やプール活動時など

一部の時間帯にスポット的に支援員を配置するための補助を実施 

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線2523） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）ファミリーホーム開設に係る 

改修費補助 
草案頁 28頁 

予 定 額 ５，５３９千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  ファミリーホームの開設を促進し、家庭養育の推進を図るため、フ

ァミリーホーム開設に係る改修費等の補助を行う。 

２ 内 容 

  ファミリーホームの開設に必要な居室の改修整備、設備整備等にか

かる経費を補助 

３ 実施か所数 

  １か所（10か所→11か所）

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）児童養護施設退所者等への自立 

支援 
草案頁 

28頁 

29頁 

予 定 額 ２２，１４１千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  児童養護施設等を退所した児童・若者に対する自立支援施策の充実

を図る。 

２ 内 容 

（１）児童養護施設等退所者への未来応援金の支給（新規） 

  ア 概 要 

    施設等を退所し、自立して生活する児童・若者に対し、１人あ

たり10万円を、原則施設職員等から手渡しで支給する。 

  イ 予定額 

    6,237千円 

（２）社会的養育ステップハウス事業（拡充） 

  ア 概 要 

    施設等を退所した児童・若者に対し、住居を提供し、職員の巡

回による見守りを行うことで、児童等の自立を支援する。 

  イ 実施場所及び職員体制 

    市営住宅 １室 

    民間住宅 ４室→６室 

    支援職員 １人→２人 

ウ 予定額  

   15,904千円 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516） 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）子ども・若者の居場所づくり 

モデル事業 
草案頁 

29頁 

54頁 

予 定 額 ９，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨  

子ども・若者が気軽に立ち寄ることができる居場所をつくる事業を

モデル実施する。 

２ 内 容  

（１）繁華街における新たな居場所づくりモデル事業（新規） 

ア 概 要 

  家庭や学校等に自分の居場所が見つからない子ども・若者が、

気軽に集まり安心して過ごせる居場所を提供するとともに、ＳＮ

Ｓや繁華街等における犯罪被害の未然防止をはかる。 

イ 対 象 

  主に高校生世代から30代前半 

ウ 開設日・時間 

・月１日程度実施（令和５年６月から実施予定） 

・夏休みの終わりから新学期の始めなどに１週間程度実施 

・18時30分から21時30分（冬季は17時から20時） 

  エ 予定額 

    6,000千円 

（２）児童館における中高生の居場所づくりモデル事業（拡充） 

ア 概 要 

「中高生の居場所づくり事業」について、実施回数を増やし、

中高生との関わり方等についてノウハウのある専任スタッフを

配置することにより、利用しやすい居場所とするほか、中高生

が企画する事業等への支援を行う。 

  イ 対 象 

    中学生及び高校生世代 

  ウ 開設日・時間 

    週１回→週３回 17時から20時 

    （児童館の通常開館時間は８時45分から17時） 

  エ 実施方法 

    児童館１館でモデル的に実施 

オ 予定額 

3,000千円 

担 当 課 子ども未来企画部青少年家庭課 電話９７２－３２５６（内線3256）
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令和５年度主な施策等一覧 

子ども青少年局 

事 項 （拡充）公立保育所のリニューアル改修 草案頁 29頁 

予 定 額 １，１５２，１３０千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  施設や設備の老朽化が進む公立保育所について、保育環境の改善と

ともに建物の長寿命化を図るため、計画的にリニューアル改修を実施

する。 

２ 内 容 

（１）調査 ６か所 

区名 保育所名       実施内容 

西 野 南 保 育 園 

改修内容、仮設園舎の規模、工事工

程等の調査・検討を実施 

瑞穂 新 開 保 育 園 

港 宝 神 保 育 園 

緑 は ざ ま 保 育 園 

名東 亀 の 井 保 育 園 

天白 島田第一保育園 

（２）設計 ５か所 

区名 保育所名       実施内容 

千種 宮 根 保 育 園 令和４年度に調査を実施した保育所

について、外壁・屋上防水、内装改

修、設備機器等の更新、園庭改修を

一体的に行うための工事設計及び仮

設園舎設計等を実施 

東 東 保 育 園 

中 中 保 育 園 

守山 中志段味保育園 

名東 猪子石第二保育園 

（３）仮設園舎設置及び改修工事 ４か所 

区名 保育所名       実施内容 

中川 十 番 保 育 園 

仮設園舎を設置し、園舎の改修工事

を実施 

港 南陽第一保育園※

港 南陽第三保育園 

守山 大 森 保 育 園※

  ※債務負担行為（改修工事） 

    期間：令和６年度  限度額：346,000千円 

担 当 課 保育部保育運営課 電話９７２－３０９５（内線3095） 
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令和５年度主な施策等一覧

健康福祉局

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）港福祉会館・児童館のリニューア

ル改修 
草案頁 

２４頁 
２９頁 

予 定 額 ３８２，７３５千円 

事業の概要 

１ 趣旨 

港福祉会館・児童館は、昭和 49 年に建築されて築 48 年が経過し

ていることから、リニューアル改修を実施する。 

２ 内容 

福祉会館・児童館の内装や配管、配線、設備機器等の更新及び利用

者ニーズ等を踏まえた整備を実施。

３ 工事期間

  令和５年７月～６年３月

４ 改修工事期間中の対応

  工事期間中は、事業を一部縮小して代替施設での運営を継続。

（参考）

港福祉会館・児童館

   所 在 地：港区寛政町７丁目 28 番地

   開 設 年 度：昭和 49 年度

   施 設 構 成：１階 港福祉会館

２階 港児童館

担 当 課 

（健康福祉局） 

高齢福祉部 高齢福祉課  電話９７２－２５４２（内線2542） 

（子ども青少年局） 

子ども未来企画部 青少年家庭課  電話９７２－３２５６（内線3256） 

健康福祉局   ２２２，０００千円 

子ども青少年局 １６０，７３５千円 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（新規）中村児童館のリニューアル改修の

設計 
草案頁 29頁 

予 定 額 １１，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

中村児童館は昭和 49 年に開設されており、建物や設備の老朽化が著

しいことから、リニューアル改修のための設計を実施する。 

２ 内 容 

児童館の内外装や配管、配線、設備機器等の更新及び利用者ニーズ

等を踏まえた整備のための設計を実施

３ 今後の予定

  令和５年度   設計

令和６～７年度 改修工事

（参考）

中村児童館

   所 在 地：中村区上米野町３丁目 7番地

   開 設 年 度：昭和 49 年度

担 当 課 子ども未来企画部青少年家庭課 電話９７２－３２５６（内線3256）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）玉野川学園改築の設計 草案頁 29頁 

予 定 額 １０，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

児童自立支援施設「玉野川学園」は建設から50年程度が経過してお

り、施設の老朽化の解消をするとともに、小規模グループケアによる

家庭的な施設機能を導入するなど、入所児童の生活環境の向上を図る

ため、現地改築に向けた設計等を行う。 

２ 内 容 

（１）予定地 

守山区桜坂五丁目 

（２）定員 

24人 

（３）整備スケジュール 

   令和５年度   設計、測量等 

   令和６年度   設計（債務負担行為 39,000 千円） 

   令和７～８年度 改築工事、開設

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２６２６（内線2626）
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令和５年度主な施策等一覧

教 育 委 員 会

健 康 福 祉 局

子ども青少年局 

事 項 （拡充）橘小学校等複合化整備事業 草案頁 

２４頁 

２９頁 

４８頁 

５４頁 

予 定 額 

            教 育 委 員 会 ２５，９２６千円 

２９，９２６千円   健 康 福 祉 局  ２，０００千円 

            子ども青少年局  ２，０００千円 

事業の概要 

（趣  旨） 

    橘小学校と周辺公共施設の民間活力を活用した複合化整備に

向けて、事業者の公募及び選定を実施する。 

（内 容） 

 １ 整備場所 中区橘一丁目（橘小学校現地改築） 

 ２ 複合化する施設 

   中生涯学習センター、前津福祉会館、前津児童館 

 ３ 今後の予定 

   令和５～６年度  事業者公募・契約 

   令和７～１０年度 設計・建設 

   令和１１年度   複合施設供用開始 

 ４ 予算内訳             （単位：千円） 

区分 令和５年度 令和６年度 

小学校 １７，９２６ １３，０００

生涯学習センター ８，０００ ６，０００

福祉会館 ２，０００ ２，０００

児童館 ２，０００ ２，０００

計 ２９，９２６

  注 令和６年度は、債務負担行為の限度額（事業者選定支援業

務委託） 

担 当 課 

（教育委員会）総務部教育環境計画室 電話  ９７２－３２８０ 

生涯学習部生涯学習課 電話 ９７２－３２５１ 

（健康福祉局）高齢福祉部高齢福祉課 電話 ９７２－２５４１ 

（子ども青少年局）子ども未来企画部青少年家庭課  電話 ９７２－３２５６ 
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）ヤングケアラー支援モデル事業 草案頁 30頁 

予 定 額 １，６００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  ヤングケアラーに関する啓発に加えて、ヤングケアラー自身が悩み

を気軽に相談できる場を提供することにより、ヤングケアラーへの支

援の充実を図る。 

２ 内 容 

（１）ヤングケアラーに関する啓発（拡充） 

ア 現 状 

関係機関向け職員研修を実施 

イ 拡充内容 

   子ども向けと大人向けに、ヤングケアラーに関する動画を作成

し、ホームページ等で配信することで、ヤングケアラーに関する

啓発を行う。 

（２）オンラインサロン等のモデル実施（新規） 

  ア 概 要 

オンラインサロンの実施（同日にＳＮＳ相談も実施） 

  イ 対象者 

    家族の世話や介護、家事等をしている市内に在住・在学する、

主に中学生・高校生相当年齢の子ども 

ウ 実施時期 

    令和５年10月から（年３回実施） 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－３９７８（内線3978）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）発達障害者支援センターの体制 

強化 
草案頁 31頁 

予 定 額 ９，２８８千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

発達障害児者の困難事例に関わる障害福祉サービス事業所等に対

し、訪問支援や地域の支援力向上のための研修等を行う発達障害者

地域支援マネジャーを発達障害者支援センターに配置する。 

２ 内 容 

（１）配置場所及び人数 

  発達障害者支援センター（りんくす名古屋） ２人 

（２）主な業務内容  

  ア 障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所等に対するコ

ンサルテーション 

  イ 困難事例への支援手法に関する研修会の企画及び運営 

  ウ 関係機関との連携強化を図るため、各種会議への参加及び助言 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）３歳児健康診査における眼科検診

屈折検査 
草案頁 34頁 

予 定 額 ４４，１２５千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

弱視の早期発見のため、３歳児健康診査における眼科検診に加え、

屈折検査機器による屈折検査を導入・実施する。 

２ 内 容 

（１）実施内容 

   ３歳児健康診査眼科検診において、屈折検査を全区で実施する。 

（２）実施場所 

   16区の保健センター（分室を含め22か所） 

（３）実施予定時期 

   令和５年10月 

（参考） 

令和４年９月から、２区の保健センター（分室を含め３か所）にお

いてモデル事業として実施 

担 当 課 子育て支援部子育て支援課 電話９７２－２６０１（内線2601）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （拡充）子育て支援訪問事業 草案頁 34頁 

予 定 額 ６０，７６１千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

乳児家庭全戸訪問事業の未実施家庭及び乳幼児健診の未受診者に対

し早期支援を行うため、子育て支援訪問員を増員することにより、保

健センターの伴走型相談支援体制の充実を図る。 

２ 内 容 

（１）増員数 

子育て支援訪問員（保健師または助産師）を10名増員し、18名の 

配置とする。 

（２）主な実施内容 

乳幼児健診未受診者等へ家庭訪問により以下の支援を行う。 

ア 発育・発達状況および育児環境の確認 

イ 子育てに関する支援 

（３）実施予定時期 

令和５年７月 

担 当 課 子育て支援部子育て支援課 電話９７２－２６０１（内線2601）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）配偶者からの暴力（ＤＶ）被害者等

の支援 
草案頁 61頁 

予 定 額 １６２，９０５千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

配偶者からの暴力（ＤＶ）被害者支援について、男性等ＤＶ被害者

の安全確保や複雑かつ困難化するＤＶ被害者への支援等、新たな課題

に対応するため、配偶者暴力相談支援センターの機能を強化する。 

２ 内 容 

（１）男性等ＤＶ被害者の一時避難場所の確保（新規） 

ア 概 要 

男性等ＤＶ被害者を安全に保護することができるよう民間ア

パートを借上げる。 

イ 実施時期 

令和５年４月 

（２）配偶者暴力相談支援センター配置の女性福祉相談員の増員（拡充）

ア 職員数 

３→５名 

イ 配偶者暴力相談支援センターの主な機能 

（ア）配偶者からの暴力防止及び被害者支援の保護を図るため相談

や保護命令制度の利用についての援助等を実施 

（イ）区役所・支所におけるＤＶ被害者の福祉的支援を統括する機

能 

（ウ）ＤＶ被害者支援施策の企画調整機能 

ウ 実施時期 

令和５年７月 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１９（内線2519）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）児童福祉システムの標準化に 

向けた調査 
草案頁 70頁 

予 定 額 ５６，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、本市の

児童福祉システムの全国的な標準化に対応するための要件調査を実施

する。 

２ 内 容 

児童福祉システムの標準準拠システム（国が作成した標準仕様書に

準拠したシステム）への移行に向けて、次期システムに求める要件の

調査等を実施する。 

３ スケジュール（予定） 

  令和５年度   要件調査・事業者選定準備（仕様書作成等） 

  令和６年度   事業者選定（債務負担行為 3,000千円） 

  令和６～７年度  システム開発 

  令和７年度末  標準準拠システムへ移行

担 当 課 子ども未来企画部子ども未来企画室 電話９７２－３０２５（内線3025）
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令和５年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （コロナ）新型コロナウイルス感染症対策 草案頁 

29頁 

30頁 

34頁 

予 定 額 ８２２，５２０千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  新型コロナウイルス感染症への対応として、児童福祉施設等におけ

る感染拡大防止策等を実施する。 

２ 内 容 

（１）児童福祉施設等の衛生用品購入等 

  ア 概 要 

    保育所、留守家庭児童育成会、トワイライトスクール・トワイ

ライトルーム等へのマスクや消毒液等の購入等 

  イ 予定額 

    521,000千円 

（２）児童福祉施設等への感染症対策改修費補助 

  ア 概 要 

    非接触型の蛇口の設置など感染症対策に係る改修の実施経費に

対する補助 

  イ 予定額 

    218,843千円 

（３）児童福祉施設等利用料の軽減 

  ア 概 要 

    本市からの施設の利用自粛要請に応じた方などへ、利用者負担

を軽減するための補助等 

  イ 予定額 

    18,633千円 

（４）児童養護施設等への看護師派遣 

  ア 概 要 

    入所児童が新型コロナウイルス感染症患者や濃厚接触者となっ

た場合等に対応する看護師を施設に派遣 

  イ 予定額 

    1,500千円 
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（５）感染防止に配慮した障害児通所支援提供体制の確保等 

  ア 概 要 

    新型コロナウイルス感染症対策に係る経費等に対する補助 

  イ 予定額 

    8,900千円 

（６）留守家庭児童健全育成事業における専用室の仕様改善 

  ア 概 要 

    留守家庭児童専用室において、新型コロナウイルス感染症予防

の観点から手洗い場を標準仕様として追加 

  イ 予定額 

    2,712千円 

（７）留守家庭児童健全育成事業における情報通信ネットワーク環境整

備等助成 

  ア 概 要 

    児童活動の充実等を図るため、無線ＬＡＮ環境の整備等を行っ

た留守家庭児童育成会に助成 

  イ 予定額 

    3,500千円 

（８）妊婦への分べん前ＰＣＲ検査 

  ア 概 要 

    不安を抱える妊婦への分べん前のＰＣＲ検査を実施 

  イ 予定額 

    47,432千円 

担 当 課 

【２（１）、２（２）、２（３）に関すること】 
企画経理課        電話９７２－３０８０（内線3080）

【２（８）に関すること】 
子育て支援部子育て支援課 電話９７２－２６０１（内線2601）

【２（４）、２（５）に関すること】 
子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516）

【２（６）、２（７）に関すること】 
子ども未来企画部放課後事業推進室 電話９７２－３０８４（内線3084）
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